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以
上
３
件
は
、
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

意

見

書

補

正

予

算

▽
新
た
な
過
疎
対
策
法
の
制
定

に
関
す
る
意
見
書

▽
令
和
元
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）

▽
令
和
元
年
度
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

▽
令
和
元
年
度
妹
背
牛
町
介
護

保
険
特
別
会
計
（
保
険
事
業
勘

定
）
補
正
予
算
（
第
１
号
）

▽
「
給
食
費
の
無
償
化
」
を
求

め
る
意
見
書

▽
日
米
貿
易
協
定
交
渉
か
ら
日

本
の
農
業
・
農
村
を
守
る
要
望

意
見
書

　

以
上
の
３
件
は
、
原
案
の
と
お

り
可
決
さ
れ
、
各
関
係
機
関
に
提

出
さ
れ
ま
し
た
。

　

主
な
補
正
は

○
ふ
る
さ
と
妹
背
牛
応
援
寄
附
記

念
品
購
入
費　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

７
，
３
５
０
万
円
追
加

○
ふ
る
さ
と
妹
背
牛
応
援
基
金
積

立
金　
　
　
　

　
　
　
　

６
，
５
０
０
万
円
追
加

等
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
億
４
９
３
万
７
千
円
を
追
加
し

ま
し
た
。

　

主
な
補
正
は

○
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金

　
　
　
　
　
　

２
０
４
万
円
減
額

等
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

２
万
６
千
円
を
追
加
し
ま
し
た
。

　

主
な
補
正
は

○
償
還
金　
　
　
　

　
　

１
，
０
６
７
万
７
千
円
追
加

等
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
，
０
９
３
万
６
千
円
を
追
加
し

ま
し
た
。

令
和
元
年
　
第
１
回
臨
時
会

　

第
１
回
臨
時
会
は
、
５
月
１５
日
に
招
集
さ
れ
、
承
認
１
件
、
議

案
４
件
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

　

主
な
補
正
は
、

○
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
補

助
金

　
　
　
　
　
　

３
５
０
万
円
追
加

○
役
場
車
庫
建
設
工
事

　
　
　
　

１
２
９
万
６
千
円
追
加

等
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
，
１
０
９
万
円
を
追
加
し
、
原

案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

専
決
処
分
の
承
認

▽
町
税
条
例
の
一
部
改
正

▽
介
護
保
険
条
例
一
部
改
正

▽
令
和
元
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

▽
過
疎
地
域
自
立
促
進
市
町
村

計
画
（
平
成
28
年
度
～
令
和
２

年
度
）
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

　

平
成
31
年
度
国
の
税
制
改
正
に

伴
い
、
関
連
の
町
税
条
例
を
改
正

す
る
も
の
で
、
改
正
の
主
な
も
の

は
、
軽
減
に
か
か
る
特
例
規
定
や

法
律
改
正
に
伴
う
所
要
の
規
定
の

整
備
等
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
。

　

介
護
保
険
施
行
令
、
介
護
保
険

の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
係
る

政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
町
条

例
を
一
部
改
正
す
る
も
の
で
、
主

な
も
の
は
、
減
額
賦
課
に
係
る
減

額
幅
の
引
上
げ
、
軽
減
措
置
の
対

工
事
請
負
契
約
の
締
結

条
例
の
改
正

そ

の

他

補

正

予

算

▽
稲
穂
団
地
C
棟
建
設
工
事

◯
契
約
の
方
法

指
名
競
争
入
札

◯
契
約
の
金
額

８
，
９
５
４
万
円

◯
契
約
の
相
手
方

　
　

角
野
・
夏
井
坂

　
　
　
　

経
常
建
設
共
同
企
業
体

　

以
上
１
件
は
、
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

以
上
１
件
は
、
承
認
さ
れ
ま
し

た
。

　

公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
環
境
整
備
事

業
、
住
宅
新
築
支
援
事
業
は
、
い

ず
れ
も
当
初
計
画
に
登
載
し
て
い

な
い
事
業
で
、
本
過
疎
計
画
策
定

後
に
事
業
実
施
が
決
定
し
た
た
め

新
た
に
追
加
す
る
も
の
で
あ
り
、

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

象
を
広
げ
る
等
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
。

排
水
の
使
用
料
を
改
正
す
る
も
の

で
あ
り
、
令
和
元
年
10
月
１
日
か

ら
施
行
。


